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平成 31年度予算編成について（通知） 

 

 

最近の我が国の景気については、緩やかな回復基調が長期間にわたって継続しており、企

業収益、雇用情勢の改善が見られます。 

先行きについては、雇用・所得環境の改善が続くなかで、各種政策の効果もあり、緩やか

に回復していくことが期待されますが、海外経済の不確実性や金融資本市場の変動の影響に、

引き続き留意する必要があります。 

こうしたなか、国は、「経済再生なくして財政健全化なし」との基本方針を堅持した「新経

済・財政再生計画」を策定し、引き続き「デフレ脱却・経済再生」、「歳出改革」、「歳入改革」

の三本柱を加速・拡大し、経済・財政一体改革のこれまでの進捗・評価を踏まえた対応や将

来予想される大きな変化やリスクを見据えた課題への対応を適切かつ着実に実行することと

しています。この「新経済・財政再生計画」実行元年となる平成 31年度予算については、「骨

太方針 2018」を踏まえ、機動性が高く、政策効果をより高める予算にすることとし、特に、

消費税率引上げに伴う需要変動や今後の経済状況等への対応や、人づくり革命や生産性革命

の実現・拡大に向けた予算の重点化、人口減少の克服と地方創生の実現といった重要課題へ

のメリハリの利いた予算配分等を推進することとしています。 

 

地方財政については、働き方改革と女性の活躍推進や、災害に強いまちづくりと公共施設

等の老朽化対策等の適正管理を推進し、効率的で利便性な高い行政基盤の確立を目指すこと

としています。国の取組みと基調を合わせて、引き続き歳出の重点化・効率化に取り組むと

ともに、安定的な財政運営に必要となる一般財源の総額について、平成 30年度地方財政計画

の水準を下回らないよう、実質的に同水準を確保するものとしています。 

 

 当町において、平成 31年度は、「第 4次総合計画」の 4年目となります。前期実施計画分

として進めてきた事業の成果を検証するとともに、その結果を踏まえ後期実施計画の準備を

進めていく年度となります。また、「まち・ひと・しごと創生総合戦略」は最終年度を迎えま

す。成果指標の達成に、引き続き努力するとともに、総合戦略全体の評価を行い、次期計画

につなげていく年度となります。 

更に、「第 5次行政改革」の 2年目となります。基本理念としている「仕事のしかた改革」

を念頭に入れ、行政の最適化をめざして、効率的かつ質の高い行政運営を進めていく必要が

あります。 



 

また平成 30年 7月豪雨災害は、当町にも大きな被害をもたらし、防災・減災対策の重要性

や災害対応の難しさや課題等を浮き彫りにしました。 

これらを踏まえ、当町の平成 31 年度予算は、ハード面では、「向洋駅周辺土地区画整理事

業」や「公共下水道整備事業」を引き続き着実に実施するとともに、下水道事業会計の法適

化を行い、経理状況の明確化と健全経営を推進します。また、「府中公民館等改築事業」は実

施設計を終了し、工事に着手します。また、災害復旧事業を推進するとともに、安心・安全

を確保する都市基盤の整備を進めます。 

「広島都市圏で一番の子育てしやすいまち」、「志を育む教育のまち」、「バランスのとれた

行政施策の展開」の 3 つの宣言を軸として、効率的で効果的な行政運営を目指すものとなり

ます。 

 

一般会計予算フレーム（一般財源ベース）では、歳入において、災害の影響等もあり、町

税の大幅な減額が見込まれるため、昨年度比 2億 5千万円程度の減額となります。 

歳出については、人件費・繰出金の増加、及び 10月に予定されている消費税率引き上げの

影響、災害対策経費の増加等もあり、昨年度比 1 億円弱の増額となり、財政調整積立基金か

らの取崩額を除くと、3億 4千万円の財源不足が生じます。 

更に、財政調整積立基金については、平成 29年度末現在高は 15億円余でしたが、法人町

民税の落ち込みや災害対応経費の増加等があり、平成 30年度末現在高は 12億円を切る見込

みであり、非常に厳しい状況であります。 

財源不足については、財政調整積立基金から 2 億円を取崩して対応することとしますが、

更に不足額が見込まれます。 

よって、平成 31年度の予算編成については、限られた歳入の中で、一層効率的な行政運営

を行うために、各部の歳出に対して、事務事業・財政計画分を問わず、一般財源ベースでの

削減額を設けることとします。 

また、事務事業計画分、財政計画分を問わず、要求枠（フレーム枠）であっても査定の対

象とし、歳出額の抑制を図ることとします。 

 

 以上のように、非常に厳しい予算フレームとなっていることから、財政調整積立基金から

の取崩しを最小限に抑えることを念頭に、下記事項並びに別記「編成要領」に基づき、適時

適切な平成 31年度予算を編成することとしたので、府中町財務規則第４条の規定により通知

します。 

 

記 

 

1 「第 4次総合計画」、「まち・ひと・しごと創生総合戦略」を反映した予算編成であること。 

 

2 国・県等が先駆的に行うモデル事業で、町に適合する事業に対しては積極的にチャレンジ

すること。 

 

3 「第 5次行政改革大綱」では、すべての事務・事業において「事務効率の向上」の改革を



 

進め、「財政健全化を確保」しつつ「質の高い行政サービスを提供」することを目的に、「ひ

と、組織の改革」、「仕事（サービス）の改革」、「財政運営の改革」、「情報の改革」の視点

から改革を推進することとしている。これらの改革の視点で予算編成にあたること。 

 

4 新規事業の実施や既存事業の拡大等に際しては、事業効果を充分精査・検討するとともに、

既存事業の見直しや特定財源の確保等により、一般財源ベースの経費削減に努めること。 

 

5 町長・副町長の枠外要求査定は、既存の「子育て支援」、「志を育む教育」、「職員の人材育

成」、「笑顔の役場創出」、「先駆的モデル事業」及び「行政改革に資する事業」の各分野に

「災害に強いまちづくり事業」を加える。 


